
疑惑の「種」が多いと、        「住民との協働」

も成り立ちません。議員        の公的な発言・行為

は議会自ら公的に是正していくべきではないでしょうか。 

疑惑を招かないための、せっかくの議会基本条例が泣きます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
・ 

 
議長・副議長の言動は、議会の信用問題では？ 

議会よ、このままでいいのでしょうか？ 

「
助
成
金
の
使
わ
れ
方
は
精
査
し
て
い
ま
す
か
？
」 

「
所
属
団
体
・
法
人
へ
の
利
益
誘
導
は
な
い
で
す
か
？
」 

「
議
員
と
し
て
の
公
務
優
先
が
貫
か
れ
て
い
ま
す
か
」 

「
事
業
の
評
価
や
見
直
し
を
避
け
て
い
ま
せ
ん
か
」 

議
員
の
み
な
さ
ん
、
こ
ん
な
疑
問
に 

き
ち
ん
と
答
え
ら
れ
ま
す
か
？ 

比企地区福祉有償運送の協議会 

町公共交通活性化協議会 

町監査委員 

ときがわ町 埼玉県 

議  員 補助金 報酬・補助金 

報 酬 

大野の「自宅」
で寝起きは６割
。 

４割のうち３割はＨ市

内の自宅で寝起き。 

◆笹沼議長 ◆前田副議長 

勤務する法人では町の配食サービスの

配達業務を担当しているので、配食があ

る日は「自宅」で昼食をとることが多い。 

◆４割は地元にいないことから、防犯・防災活動や緊急

時の対応なども、限定される！ 
◆法人への配食サービス委託金の適正額・利用の実態

調査など、委託して６年間議会で取り組んでいない！ 
◆配食の配達は個々人宅への「戸別訪問」。苦情などが

あっても、第三者のチェックがないので実態は不明！ 

 
◆県・町のＮＰＯ支援政策や交通政策をチェックするべき議員が 
県・町からの補助金を受け取る側の立場も兼ねている！ 

◆自分に都合の悪い情報は隠し続けてきて、それを指摘される

と「選挙で落とせばいい」と議会報告会で公言！ 
◆議員・団体代表・住民など、自分の都合で立場・発言を使い 
分けてきている！ 

公開質問状 

議会に提出  

町民への説明 

責任はどこへ？ 

 公開質問状は裏面に掲載。 
現時点で回答も、その理由等の

連絡もないため、公開とします。 
 発行 ２０１２年 ８月２５日 

この公開質問状に関するご意見・

ご感想をお待ちしています。 

Tel／Fax ０４９３－６５－４０８４ 

篠原 陽子  （番匠 359-2） 

埼玉県移送サービスネットワーク  

１割は勤務先法人

の施設に泊まる。 

㊟
 

町
民
課
に
よ
る
「
居
住

実
態
調
査
」
で
の
本
人
供
述

を
グ
ラ
フ
化
し
て
い
ま
す
。 

客
観
的
証
拠
に
基
づ
く
も
の

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。 


